
亀山市告示第５１号  

 亀山市田園環境保全事業補助金交付要綱を次のように定める。  

  平成２９年３月３１日  

亀山市長 櫻 井   義 之  

 

   亀山市田園環境保全事業補助金交付要綱  

 

 （目的）  

第１条 こ の告示は、一団の農地に景観形成作物を作付けする者に

対し補助金を交付するこ とにより、農地を保全し、持続的な田園

環境の維持を促進 するこ とを目的とする。  

 （定義）  

第２条 こ の告示において、「景観形成作物」とは、別表左欄に掲

げる作物であって、市の景観の形成に寄与するものをいう。  

 （補助金の名称）  

第３条 こ の告示により交付する補助金は、亀山市田園環境保全事

業補助金（以下「補助金」という。）という。  

 （補助対象事業）  

第４条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）

は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。  

（１）１ヘクタール（中山間地域（山村振興法（昭和４０年法律第

６４号）第７条第１項により指定された振興山村の区域及び特

定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促

進 に関する法律（平成５年法律第７２号）第２条第１項に規定

する特定農山村地域をいう。）内にあっては３０アール。畔畦

面積を除く。）以上の一団の農地に景観形成作物を作付けする

ものであるこ と。  

（２）販売を目的として景観形成作物を作付けするものでないこ と。  

（３）水稲の裏作として景観形成作物を作付けするものでないこ と。  

（４）景観形成作物の適切な肥培管理を行うものであるこ と。  



 （補助金の交付対象者）  

第５条 補助金の交付対象者は、市内に住所を有する者又は市内に

住所を有する農業者を主たる構成員とする団体とする。  

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、市内に住所を有する者のう

ち、市町村税又は次の各号のいずれかの市の歳入を滞納している

者を補助金の交付対象者としないこ とができる。  

（１）亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例（平成２７

年亀山市条例第１号）及び亀山市認定こ ども園条例（平成２７

年亀山市条例第３０号）に規定する利用者負担額等  

（２）亀山市農業集落排水処理施設条例（平成１７年亀山市条例第

１２４号）に規定する使用料  

（３）亀山市営住宅条例（平成１７年亀山市条例第１３５号）に規

定する家賃  

（４）亀山市公共下水道条例（平成１７年亀山市条例第１３１号）

に規定する使用料  

（５）亀山市公共下水道事業受益者負担に関する条例（平成１８年

亀山市条例第３４号）に規定する負担金等  

（６）亀山市立幼稚園利用者負担額の徴収に関する条例（平成２７

年亀山市条例第２号）に規定する利用者負担額  

 （補助金の額）  

第６条 補助金の額は、別表に定める単価（転作の裏作として景観

形成作物を作付けした場合は、その単価に２分の１を乗じて得た

額）に景観形成作物の作付面積（当該面積に１アール未満の端数

がある場合は、当該端数面積を切り捨てる。）を乗じて得た額を

限度として、予算の範囲内において市長が定める。  

（補助金の返還）  

第７条 市長は、補助金の交付を受けた者が、最初にこ の告示によ

る補助金の交付を受けた年度から３年以上継続して補助対象事業

を実施しなかったとき（こ の告示の廃止又は失効により補助金を

交付しなくなったときを除く。）は、その者から既に交付した補



助金の全部又は一部の返還を命じるこ とができる。  

   附 則  

 （施行期日）  

１ こ の告示は、平成２９年４月１日から施行する。  

 （失効）  

２ こ の告示は、平成３４年３月３１日限り、その効力を失う。  

 別表（第２条、第６条関係）  

作物  単価（１アール当たり）  
れんげ  ３，５００円  
そば コスモス 菜の花  ４，０００円  
ひまわり  ３，５００円  

 


